
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 

役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

 
（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団（以下

「事業団」という。）定款第８条及び第２２条に基づき、評議員及び理事、監事の報

酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程における用語は、次の各号に定めるところによる。 

 （１） 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と合わせ役員等という。 

 （２） 役員のうち、常勤の理事はセンター長及び事業団職員就業規則の適用を受

ける職員の身分を有する理事とする。 

 （３） 非常勤役員とは、前号に掲げる者以外の理事及び監事とする。 

 （４） 報酬とは、役員等が評議員会及び理事会への出席並びに事業団の事業執行

上必要な会議等に出席した場合及び常勤の理事のうち、センター長が業務遂

行の対価として受ける金品とする。 

 （５） 費用弁償とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊

費等を含む。）の経費をいい、報酬とは区分されるものとする。 

 

（報酬等の額及び支給方法） 

第３条 センター長には、「名古屋市外郭団体の役職員の報酬等に関する取扱方針」

（以下「取扱方針」という。）に基づき、報酬を支給する。 

２ 前項の報酬の額は、別表１に定める基本額とする。なお、取扱方針に定められた 

方法により理事長が決定した加算を加えることができるものとし、加算を加えた年 

間の上限額は別表１の上限額のとおりとする。 

３ 前項に定める報酬のほかセンター長には、職員給与規程第２４条に準じ通勤手当

を支給する。 

４ 第２項の報酬は、本人からの申し出に基づき月ごとに口座振替により支給する。 

５ 事業団職員である理事については、給与規程に基づく給与等を支給し、本規定に

基づく報酬は支給しない。 

６ 非常勤役員に対する報酬は、別表第２に定める額とし、理事会等への出席の都度

現金で支給する。 

７ 評議員に対する報酬は、別表第２に定める額とし、評議員会等への出席の都度現

金で支給する。 

８ 報酬は、法令等の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあっ

た立替金等を控除して支給する。 

 

（費用弁償） 

第４条 役員等には、事業団職員の身分を有する者を除き、職務のため旅行するとき



は、職員就業規則第３３条第３項で準用する名古屋市旅費条例（昭和２５年条例第

３２号）等に規定する行政職給料表８級の職務にある職員の旅費相当額を旅行の都

度支給する。 

２ センター長には、前項の規定にかかわらず職員就業規則第３３条第３項で準用す

る名古屋市旅費条例（昭和２５年条例第３２号）等に規定する行政職給料表９級の

職務にある職員の旅費相当額を旅行の都度支給する。 

 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、昭和６３年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成５年６月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成１６年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成１７年６月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２９年６月１９日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和元年６月１７日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１ 

役  職 報  酬  の  限  度  額 

センター長 

 

年間基本額       ６，７００，０００円 

 

業績評価による加算を含む年間上限額 

６，９９０，０００円 

 

 

別表第２ 

役  職 報   酬   額 

評 議 員 １回又は１日につき １１，６００円 

理   事 １回又は１日につき １１，６００円 

監   事 １回又は１日につき １１，６００円 

 


